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構造改革特別区域計画 

 
１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 

埼玉県 

 
２ 構造改革特別区域の名称 

農業の６次産業化普及活動人材活用特区 

 

３ 構造改革特別区域の範囲 

埼玉県の全域 

 
４ 構造改革特別区域の特性 

(1)自然的、経済的、社会的諸条件 

埼玉県は、関東平野の中央に位置する１都６県に囲まれた内陸県で、東経１３８

度４２分から１３９度５４分、北緯３５度４５分から３６度１７分に位置している。面積は

約３，８００㎢（東西に約１０３㎞、南北に約５２㎞）で、国土の約１％に当たり、全国

で３９番目の広さである。山地面積がおよそ３分の１、残りの３分の２を平地が占め

ている。地形は、県の最高峰・三宝山（２，４８３m）をはじめとする２，０００m 級の

山々が西部に連なり、東部に移るにつれて丘陵、台地、低地と次第に低くなってい

る。 

本県の人口は、昭和３０年代後半から急激に増加し、平成１４年８月には７００万

人を超え、平成２２年１０月１日現在の人口総数は、７，１９４，５５６人で、全国第５

位である。また、県民の平均年齢は、平成２２年１０月１日現在で４３．６歳で、全国

５番目に若い県である（国勢調査：総務省調べ）。 

秩父の山を源とする「荒川」や流域面積が日本一の「利根川」、武蔵野の雑木林

や見沼田んぼなど、豊かな自然に恵まれる一方で、全域が首都東京の中心から 

１００㎞の圏内に含まれ、鉄道や道路などの交通網が発達し、交通利便性に優れ

ている。こうしたことから、野菜を中心とする都市近郊型農業や、輸送用機械、食料

品をはじめとする製造業に加え、商業及びサービス業に至るまで多様な産業が集

積している。 

 

(2)農業の概況 

本県の農業は、７万９，８００ha の耕地と７万３，０００戸の農家数、加えて首都圏 

４，３００万人の消費人口を擁し、生産性の高い土壌や温暖で自然災害の少ない

立地条件を生かし、多彩な農産物を生産している。農業産出額は２，００４億円（平

成２２年、全国第１７位）で、５年前の平成１７年と比較した伸び率を見ると、全国平

均がマイナス４．３％であるのに対し、埼玉県は３．７％の増加で、これは全国第１

位の伸び率である。 

部門別では野菜の産出額が最も多く全体の５２．７％に当たる１，０５７億円、米
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が３３３億円（１６．６％）、畜産２９７億円（１４．８％）、花き１６７億円（８．３％）の順で

ある。野菜の産出額は全国第６位、花きの産出額は全国第５位で、特に野菜の中

でもねぎ、ほうれんそう、さといも、こまつなは全国第１位で、多くの品目が全国トッ

プクラスの生産を誇っている。農業産出額全体に占める野菜の割合が、全国平均

（２７．７％）と比較して高いことが特徴である。県内をはじめとする首都圏の食料需

要に対し、新鮮で安全な食料等を安定的に供給するとともに、県土の保全や健全

で活力ある地域社会の維持形成に大きな役割を果たしている（２０１０年世界農林

業センサス：農林水産省調べ、耕地面積は埼玉県農業政策課調べ）。 

 

(3)農業の６次産業化の状況 

農業者が１次産業である農業の付加価値を高め、２次産業の製造や３次産業の

販売にも事業展開する農業の６次産業化の推進に関して、「地域資源を活用した

農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関す

る法律」（いわゆる六次産業化法）が平成２２年度に制定され、農林漁業の振興等

を目的に、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等（いわゆる６

次産業化）に関する施策と地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を国で

総合的に推進するため、支援措置が法制化された。 

本県では、法律が制定される以前から、農業支援課と県内８か所にある農林振

興センターを拠点に、普及活動の一環として６次産業化に取り組む農業者の掘り

起こしから、生産や加工に関する支援、商品開発後のフォローアップまでを継続的

に行ってきた。 

平成１８年度から４年間実施した「ふるさと逸品創出支援事業」により、４９品目の

商品開発を支援した。平成２２年度からは「農から創る６次産業支援事業」により、

各農林振興センターの普及現場において商品開発のための技術指導や高付加

価値化技術の導入といった支援事業を実施するとともに、農業支援課において外

部有識者による事業戦略等の検討、販売促進会の開催等による販路拡大を行っ

て、収益性の高い農業経営体を育成してきた。 

また、「６次産業化ＰＲ支援事業」により、県内の物産・観光情報を担う(社)埼玉

県物産観光協会を核に、農産加工品ＰＲ冊子の作成や農産加工品のネット販売、

県内外の物産観光フェア等への出展などＰＲ活動を行っている。 

その結果、農業の６次産業化により新たに開発された商品数は、平成２３年度末

現在で累計７０品目となっている（埼玉県農林振興センター調べ）。 

６次産業化の取組を支援し、農産加工品を開発しても、加工製造の規模が小さ

く生産量が少ない、通年で安定した生産量を確保できないといった状況のなかで、

いかに販売量を増やしていくかが課題となっている。生産規模を拡大するためのノ

ウハウや資金力がない、農産物直売所以外の販売力が弱い等、６次産業が抱える

共通の問題点がある。 

また、大消費地に近いという本県の優位性は、収穫した新鮮な農産物をいち早

く販売し収益増に直結できるため、わざわざ農産物を加工製造して販売しようとい

うインセンティブが働きにくいという側面もある。その点は本県特有の問題である。 
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(4)普及指導体制の現状 

普及活動の現場では、国家資格を持った都道府県の職員である普及指導員が、

農業者に直接接して、様々な農業技術の指導や経営の相談に応じたり、農業に

関する情報を提供することにより、農家の経営発展を支援している。また、農業の

担い手や産地の育成、農業者と実需者等のつなぎ役など、地域農業の活性化に

向けた農政課題の解決など、多岐に渡った活動を行っている。こうした現場の取組

努力が評価され、平成２３年度の普及活動全国コンクールでは埼玉県が第１位と

なった。本県の普及活動は全国でもトップレベルにあるといえる。 

近年、従来の技術指導に加えて、農業経営の多角化、６次産業化の推進など

新たな課題に対応し、多様化・高度化する農業経営を支援することが求められて

いるが、新規職員採用の抑制等により普及指導員が減少・高齢化し、農産加工、

農産物活用など６次産業化の推進に関わる人材が不足している。 

また、本県の普及指導員の平均年齢は４７歳で、年齢構成をみると２０歳代と３０

歳代の職員割合が１３．９％と全国で５番目に低くなっている。今後、５０歳代後半

の普及指導員の定年退職により人材不足に拍車がかかり、技術の承継、６次産業

化の推進をはじめとした新たな課題へ十分対応できるか懸念される。 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

農業経営者の農業所得の増大を図るには、農産物の生産にとどまらず新たな付

加価値を農業経営に取り込むことが重要である。平成２３年３月に策定した「埼玉農

林業・農山村振興ビジョン」では、収益性の高い農業経営体の育成を図るため、農

産物の生産（１次産業）に加え、加工（２次産業）や流通・販売（３次産業）について

農業者が主体的に関わる農業の６次産業化を重点的に取り組むべき課題として位

置付け、普及活動計画に組み込み、推進している。 

また、国が掲げる日本再生戦略の４つのプロジェクトのうち、農林漁業の６次産業

化は「６次産業化する農林漁業が支える地域活力倍増プロジェクト」として位置づけ

られている。 

農商工連携は、農業者が生産したものを原材料として商工業者に提供する仕組

みで、安定した販売先を確保できるなどの利点はあるが、原材料の供給者にとどまり、

価格面の主導権は弱い。一方、農業の６次産業化は、加工・製造、流通・販売まで

農業者が主体的に関わるので、価格決定についても主導権を持ち、より大きな収入

につながる形態である。 

普及活動の現場では、６次産業化の取組にチャレンジしようとしている先進的な

農業者や経営改善を加速化しようとしている農業者の新たなニーズに対応して、高

度かつ専門的な支援を行うことが求められている。しかし、現行制度では農業改良

助長法（昭和２３年法律第１６５号）第９条により、農林水産大臣が農林水産省令で

定めるところにより行う普及指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格

を有する者でなければ、普及指導員に任用されることができないことになっている。

また、受験資格も、例えば、大学等卒業者は４年以上、大学院修了者は２年以上と
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いうように、最終学歴等の種類ごとに一定の実務経験が必要となっており、２次産業

や３次産業と関わる農業の６次産業化や農商工連携等の新たな政策課題に対応で

きる専門知識を有する人材を普及指導員として任用することが非常に困難な仕組み

になっている。 

構造改革特別区域計画の認定を受けて、普及指導員の任用資格の特例措置が

適用されることにより、民間から幅広く人材を募集し、商品開発から包装デザインや

ネーミング、流通や販売、加工施設の整備、経営診断や資金調達などの専門知識

と優れた能力のある者を普及指導員に任用することが可能になる。普及活動の現場

で民間の持っているノウハウを活用して農業の６次産業化を効果的に推進できる。 

農業の６次産業化は、作物栽培、加工、販売までを一貫して農業者が行うもので、

この３工程を最良にコーディネートする必要があるため、専門家派遣による一面的、

単発的な指導では効果的な支援は難しい。また、農業経営者の経営状況、資本力、

労働力、家族の意向などを把握する必要もあり、こうした情報は、管轄農林振興セン

ターが有しており、専門家派遣による一般の中小企業診断士等には提供できない

個人（法人）情報もある。 

民間からスペシャリストを普及指導員として任用できれば、当該職員は県職員とし

て信頼が得られ、作物栽培を指導する農林振興センターの普及指導員とともに、詳

細な情報の共有のもとに普及活動計画に位置づけられた普及活動として、効果的

な指導を組織として継続的に実施することができる。 

当該計画が県内農業の６次産業化の推進の起爆剤となり、競争力ある農業の育

成や地域の活性化のみならず、日本再生戦略のプロジェクトにも資するものと考え

る。 

 
６ 構造改革特別区域計画の目標 

６次産業化のスペシャリストを普及指導員として任用することにより、県内農業の６

次産業化を強力に推し進めて、競争力の強化を目指す。 

具体的には、６次産業化による農産加工品の量的拡大と質的向上を図るとともに、

地域の中核となる農業者等を指導して地域全体の収益力向上につながる６次産業

化モデル経営体を育成することを特区計画の目標とする。 

６次産業化による農産加工品の開発数の数値目標として、平成２４年度及び平成

２５年度は各１０品目で、平成２７年度までに累計１００品目の開発を目標とする。 

また、地域ぐるみの６次産業化モデル経営体育成数として、平成２４年度及び平

成２５年度各２経営体、計４経営体を目標とする。 

 
７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効 

果 

普及指導員任用資格の特例措置の適用を受けて民間のスペシャリストを普及指

導員として任用し、農業の６次産業化を推進することにより、農業者の所得向上をは

じめとした次のような効果が期待できる。 
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(1)農業者の所得向上 

６次産業化に取り組む農業者等の増及び農産加工品の量的拡大と質的向上

による６次産業化による販売金額の増、さらに農産加工品の原材料となる農産

物の生産量の拡大は、農業者の所得向上に結びつくものである。 

 

(2)地域活性化 

６次産業化のモデル経営体を育成することで、事業が点から面として展開し、

周辺農家を巻き込んだ取組規模の拡大や市町村、農協、観光協会、商工業者等

と連携した地域ぐるみの６次産業化を推進し、ビジネスチャンスや雇用機会の創

出、ヒット商品開発による地域の魅力発信など、地域全体の収益力向上、地域の

活性化が期待される。 

 

(3)普及活動の活性化及び普及指導員の資質向上 

民間から登用する２名の普及指導員が他の普及指導員に対して研修を実施し

たり、ともに職務を遂行するなかで、全く違った技術や課題解決手法などを学習し、

新たな視点に立った普及活動が実現される。 

また、普及指導員全体の資質向上という効果も期待される。 

 
８ 特定事業の名称 

  １０１３ 農業関連事業普及指導員任用事業 

 



 

 

別紙 

 

１ 特定事業の名称 

番号 １０１３ 

名称 農業関連事業普及指導員任用事業 

 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 

埼玉県 

 

 

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 

構造改革特別区域計画の認定の日 

 

 

４ 特定事業の内容 

埼玉県内全域で農業の６次産業化を推進するに当たって、国が行う普及指導

員資格試験の合格者及びその他政令で定める資格を有する者以外に、農業経

営や農産物のマーケティング等のスペシャリスト（中小企業診断士と管理栄養士

各１名）を普及指導員として知事が任用する。任用期間は構造改革特別区域計

画の認定の日以降の直近月１日（但し、認定の日が１日の場合は当該日）から平

成２６年３月３１日までとする。 

普及指導員として新たに任用する２名の職員は、県内８か所の農林振興センタ

ーの普及指導員とともに、６次産業化に取り組む農業者に直接接して助言・技術

的指導を行う。また、一般の普及指導員では対応が困難な事例について、相談

農家への対応のみならず普及指導員に対して対応方法を指導する。農業者や普

及指導員等を対象とした研修会の企画、実施（講師として）にも携わる。 

さらに、専門家としてのネットワークを活用して、農業者、消費者、加工製造サ

ービス業者、流通業者、大学や試験研究機関等から意欲あるメンバーを集めて、

６次産業化推進のためのネットワーク化やマッチングを図る。 

 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

平成２２年２月１日現在で農業の６次産業化に取り組む県内農業経営体は、 

１，３７９経営体（全国第１３位）あり、５年前（平成１７年９７６経営体）と比べて 



 

 

４１．３％（全国平均３７．５％）増加した。活動の内訳は、農産物の加工に取り組む

農業経営体が６８３経営体、観光農園が３４４経営体、貸農園・体験農園等が３１９

経営体、農家民宿が３経営体、農村レストランが３０経営体となっている。とりわけ、

農産物の加工に取り組む農業経営体は、５年前（平成１７年４３６経営体）と比べて 

５６．７％（全国平均４２．９％）増加した（２０１０年世界農林業センサス及び２００５

年農林業センサス：農林水産省調べ）。 

生活改良普及員が設置されていた平成元年には２９名いた農産物活用を専門

とする普及指導員が、現在では８名（農業革新支援担当１名、各農林振興センタ

ー７名）であり、農産物活用を専門とする普及指導員がいない農林振興センター

も１か所ある。 

農業の６次産業化に取り組む県内農業経営体１，３７９経営体を、農産物活用、

農業経営又は農家経営を専門とする普及指導員８名で割った１人当たり農業経

営体数は１７２経営体に上り、全国平均（５０経営体）と比較すると３倍超、全国第５

位の多さである（平成２２年度協同農業普及事業年次報告書：農林水産省調

べ）。 

さらに、今日的課題である農業の６次産業化を推進するに当たっては、農産物

の加工だけでなく、流通や販売、加工施設の整備、資金調達などを計画段階から

フォローアップまで一貫して指導する高度な識見が求められるが、１人で十分な識

見を備えている普及指導員はいない。 

そこで、中小企業診断士の資格を有し、企業の経営指導等中小企業診断士と

して２年以上の実務経験がある者と、管理栄養士の資格を有し、企業で食品の商

品開発等管理栄養士として２年以上の実務経験がある者を、各１名ずつ普及指

導員として任用し、これらの者が中心となって県内農業の６次産業化を推進してい

く。 

採用に当たっては、６月に県のホームページで公募を行い、選考実施要領に

基づいて、第一次選考（書類審査）及び第二次選考（口述試験）を実施した。 

第一次選考（書類審査）は、応募書類（履歴書、選考申込書、応募理由書、免

許資格証明書の写し）をもとに応募資格を確認するとともに、職務内容、応募理由、

文章構成力等４つの審査項目に分けて４名の審査員が評価を行った。第二次選

考（口述試験）は、第一次選考合格者を対象に、専門知識の水準、本県農業及

び県政に対する理解、意欲、資質、社会性・協調性、ストレス耐性の６つの審査項

目について４名の試験員が質問し、評価した。 

その結果、農業改良助長法（昭和２３年法律第１６５号）第８条第２項各号に掲

げる事務を行うのに必要な知識及び能力を有する者として、２名の者（中小企業

診断士で実務経験１４年４か月・管理栄養士で実務経験８年）を任期付職員として



 

 

８月１日付けで採用するに至っている。 

現在、一般職員として、農業者や地域の情報収集と分析、指導方針の検討、関

係機関との調整を普及指導員と連携して実施している。構造改革特別区域計画

認定後は、普及指導員として任用し、先進的な農業者等からの直接の相談又は

普及指導員では対応が困難な相談に対応するとともに、普及指導員を指導育成

することも含めて、中核となって農業の６次産業化を進めてもらう予定である。 
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